
適格認定とは【給付】

適格認定は，より高い水準での学業達成に向けた指導を行う際，奨学生の資質向上を
図るとともに，奨学生としての資格を満たさない者への支給を取りやめ，真に奨学金を必
要とする適格者への支給を行うことを目的としています。

給付奨学生の皆さんの平素の学業成績等を総合的に審査し，学校が適格基準に基づ
き給付奨学生としての適格性を有しているか否か等を判断します。これを 「適格認定」と
いい， 「廃止」 「停止」 「警告」 「継続」の区分に応じて行われます。

また，給付奨学生にとって，1年間の学校生活や修学状況等を振り返り自己点検するこ
とで，給付奨学生としての自覚をもって学業に精励する必要があることを再認識する大
変重要な機会になります。

正しく給付奨学金の支給を受け，有意義な学生生活を送るためにも以下の 「奨学生とし
てのこころがまえ」にあるように，奨学生としての自覚を持って勉学に励むことが重要で
す。

奨学生としてのこころがまえ

1.奨学生としての自覚をもって勉学に励んでください。
2.在学中は学校の奨学金担当者と緊密に連絡をとってください。
3.掲示および学校のホームページ等を常に確認し，必要な書類の提出等指示を守ってください。
4.学校からの呼びかけには必ず応じてください。

適格認定による処置区分
処置区分 処置の内容

廃止 奨学生の資格を失わせる。

停止 1年以内で在学学校長が定める期間，奨学金の交付を停止する。

ア奨学金の交付を継続する。
攀声牛口 イ次回適格認定で 「警告」となった場合は， 「廃止」となることを警告し指導す

る。

継続 奨学金の交付を継続する。

復活 奨学金の交付を復活する。




